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令和３年度 第１３回 邑南町教育委員会 会議録 

 

１．招集期日 令和 ３年 １１月 ２６日（金） 

  招集場所 元気館 視聴覚室 

２．出席委員 土居教育長、森岡委員、服部委員、武田委員 

       欠席 - 井上委員 

３．説明のため出席を求めた者及び参加者   

   高瀬学校教育課長、三上生涯学習課長  

４．会議録に署名すべき委員の指名  

   武田委員、森岡委員   

 

土居教育長：  

日程第１   

これより、第１３回の邑南町教育委員会を開催いたします。 

                              ( 9:27～) 

 

日程第２  

 今日の教育委員会の会議録署名は、武田委員さん、森岡委員さんにお願いを  

いたします。 

 

日程第３  議決事項 

 議案第４１号 教育支援委員会の答申について 

 

高瀬学校教育課長： 

 これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条の規定により教育

委員会の議決を求めるものでございます。 

審議対象者１１名 

資料を基に説明 

 個人情報により省略 

 

土居教育長： 

 答申の結果について説明がありましたが、この件についてご質問はございませんでしょう

か。 

 

森岡委員： 

 これでいうと、特別支援学級が全体でどれくらい増えるかということです。 

 

高瀬学校教育課長： 
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 増えるのは、補正予算の方にも入れていますが、日貫小学校が７月の判定会議のところで

結果的に２学級増えます。 

 

森岡委員： 

学級が２つ。 

 

高瀬学校教育課長： 

はい 

 

森岡委員： 

２人増える。他は今は 

 

高瀬学校教育課長： 

 他のところは通常の体制のままです。 

 

土居教育長： 

 矢上小学校がプラス１、日貫小学校がプラス２で、保護者が受入れてもらえればということ

で。 

 

森岡委員： 

 分かりました。 

 といことは、日貫は、２つ教室を直さんといけんのですか。 

 

土居教育長： 

 設備は整えて行かないといけんですが、教室はあります。矢上の場合は教室が無いので、昔

の２Ｆの図書館を改装して分けて教室にするという。今年中にやってしまう。 

 

高瀬学校教育課長： 

 後のとこの補正の方で説明させてもらおうと思っておりましたが、１２月のところで補正をしま

して、教室を整備しまして来年度のところで対応出来るよう計画しています。 

 

土居教育長： 

 他ご質問はございませんでしょうか。 

 

森岡委員： 

 ありません。 

 

土居教育長： 
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 それでは、議案第４１号教育支援委員会の答申については、ご承認いただけますでしょうか。 

 

教育委員： 

     了 

 

土居教育長： 

 続いて、議案第４２号令和３年度邑南町一般会計補正予算第１０号（案）について審議をお

願いします。 

 

高瀬学校教育課長： 

 議案第４２号令和３年度邑南町一般会計補正予算第１０号（案）についてです。これにつきま

しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により教育委員会の議決

を求めるものでございます。最初に学校教育課の方から説明させていただきます。１枚はぐっ

ていただきますと、そちらに一般会計補正予算第１０号案について資料を付けておりますの

で、そちらの方をご覧いただければと思います。歳入の方ですが、まず最初の 10 目の教育費

の国庫補助金、２節の教育費補助金ですが、これにつきましては、昨年の国の臨時交付金に

伴いまして、各学校 80万の事業費ベースで 80万の補正の方、１月と３月のところでさしても

らいました。この事業につきましては、その後国からですね、事業費１０万円の上乗せというと

ころの通知が来ましたので、今回このような形で補正の方さしてもらっております。ただこの中

で、日貫小学校と市木小学校につきましては、まだ 80 万のところでの使い切りができていな

いというところもありましたので、今回これについては手を上げられませんでしたので、その分

そちら説明の方にもございますが教育総務費のところ、教育教育課方へ、各学校へ補助金

ベースで 5 万円を下回っているところの金額も全て学校教育課の方の予算として計上さして

もらっておりまして、111 千円ということになっています。各学校はそれぞれ最低の５万円であ

るとか４万８千円のところでの手上げの方をされておられます。それから次の、土地売り払い

の収入についてですがこれにつきましては、説明にもありますが田本教職員住宅の裏山の方

ですね、法枠工をするということで、工事につきましては、令和５年令和６年になるんですが、

先行して県の方から土地の買収がございましたので、今回この収入代金として３２７千円を計

上させてもらっています。併せまして雑入の方ですが、この土地にかかります立木であるとか、

工作物フェンスになりますが、そういったことについても補償等がございましたのでそれぞれ、

立木の方で５９千円、物件移転で２８千円の方収入として上げております。それから、次の教

育債の方ですが、補正額としては、マイナスの 8,600 千円となっておりますが、内容としまし

ては、先ほど少し触れさしてもらいました、矢上小学校のですね特別支援学級の関連工事で

5,400 千円、もう一つは前回の教育委員会の方で説明さしていただきましたが、石見中学校

の土地の取得の購入が不成立に終わりましたので、それに対しての 14,000千円の減額と言

うことで、全体でマイナスの 86,000千円となっております。続きまして歳出の方ですが、先ほ

ど言いました 80 万円に対しての追加 10 万円分の補正ということで、事業費ベースでそちら

222千円のほう消耗品費の方で計上させてもらっております。それから次ぎ学校管理費の学
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校総務費の方ですが、需用費の方で 8 万 4 千円計上させてもらっておりますが、これにつき

ましては、緊急通報システムの更新ということになっております。前回のところで、不備があっ

た学校についてはですね、補正の方で対応させてもらっておりました。その後ですね、阿須那

小学校の方で誤作動が再々起こるようなことがございまして、警察からの連絡等で確認させ

てもらって、これについては通報システムの更新をする必要が出てきましたので、8 万 4 千円

の方計上させてもらっております。それから次の使用料及び賃借料についてですが、これも前

回の教育委員会で説明させてもらいました、ＬＥＤ機器設備の未実施によりというところでマイ

ナスの 3､957千円を計上さしてもらっております。それからその次の阿須那、高原、瑞穂、市

木、日貫、石見東についてですが、これについては、それぞれプール開放事業これはすでに完

了をしておりますので、それに伴って未実施の金額をそれぞれそちらの方計上させてもらって

おります。それからその次の小学校管理費の新型コロナウイルス費の方ですがこれにつきまし

ても、９月補正で計上させてもらっておりました小学校３校のですねトイレの感染対策のため

の工事ということで計上をしておりましたが、これについても工事が出来ないということになっ

てしまいましたので、マイナスの 36,872 千円の方計上させてもらっております。それ以降先

ほど 10 万上乗せ分について、口羽小学校、阿須那小学校、高原小学校、瑞穂小学校、矢上

小学校、石見東小学校でそれぞれ、消耗品であったり備品といったところで、それぞれ予算化

の方させてもらっております。それから、次ぎ、矢上小学校の改修事業費の方についてです。

これにつきましては、令和４年度からですね、児童生徒数が３２名に増えるということになりま

して、一つ教室を設ける必要がございます。現在１年生の隣のところの部屋を特別支援学級と

いうなところで使っております。それから、２年生のところも特別支援学級というところで使っ

ておりますが、これを先ほど教育長さんが言われましたが、これを２階の方の図書室の方ので

すね、新たに繋いでですね特別支援学級の自閉情緒と知的というところでの教室の改修を行

う予算として、こちら設計委託料として 339 千円、工事請負費として 5,401 千円をそれぞれ

予算の方計上さしてもらっております。そして次の日貫小学校の改修事業費につきましては、

先ほど教育長さんからお話をしていただきましたが、新たに特別支援学級が２つ増えますが、

１つ教室はエアコンがございません。そのエアコン整備ということで、こちら 3,223 千円を計

上さしてもらっております。それから、中学校費の学校管理費の方ですが、使用料及び賃借料

については、小学校のところでもお話をさせていただきましたＬＥＤの機器整備の未実施とい

ところで、マイナスの 2,267 千円計上さしてもらっております。負担金及び補助金につきまし

ては、現在の新３年生が２年生の時に修学旅行に行かれなかったので、３年生になってから修

学旅行に行っておりましたが、コロナ禍のこともございましたので、キャンセル代の方計上をし

ておりましたが、それぞれ修学旅行の方実施をされていますので、不必要となったキャンセル

料 2,884 千円の方計上さしてもらってるところでございます。そして次の中学校管理費の新

型コロナウイルス対策費の方につきましても、先ほどお話しをさせていただきました感染症対

策でのトイレの洋式化の方、工事が出来なくなりましたので、マイナス 12,012 千円の方計上

さしてもらってるところでございます。そして次のページですが、こちらの方 10 万円の上乗せ

事業ということで、羽須美中学校、瑞穂中学校、石見中学校それぞれ、需用費消耗品費で

あったり備品費の方でそれぞれ予算の方計上さしてもらっております。それから最後になりま
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すが、こちらの方も前回の教育委員会の方でお話をさせてもらいましたが、土地の売買交渉

不成立ということになりましたので、委託料として 1,960 千円、公有財産の購入費として

2,408 千円、補償・補填及び賠償金で 10,400 千円、それぞれ減額の方さしてもらっており

ます。学校教育課の方は以上でございます。 

 

土居教育長： 

 先に学校教育課の方について、ご質問はございませんでしょうか。 

 

森岡委員： 

 備品の購入で、3 万円ちょっとぐらいが補正上がっていますよね。備品も補正の金額も少な

いんですけど、それは備品購入費ではなくて消耗品で対応もし出来るのではあれば、非常に

学校あたりも弾力的に使えると思うんですけど、今なんぼか備品はないん。 

 

高瀬学校教育課長： 

 金額的にいうと、３万円からは備品でというところで話しが出ておりますので。 

 

森岡委員： 

 ３万３千円であると備品になる。 

 

高瀬学校教育課長： 

 はい、わずかな差ですけれど。 

 

森岡委員： 

 わかりました。 

 

土居教育長： 

 他ご質問ございませんでしょうか。また、あれば後ほどということで。 

 では、生涯学習課お願いします。 

 

三上生涯学習課長： 

 補正第１０号予算案です。歳入の方では、島根県東京オリパラ大会レガシー創出事業補助

金のところが、フィンランドへの交流派遣事業を中止しましたためマイナスの 556 千円を計上

しております。続いて歳出です。社会教育費の中で、公民館費の中野公民館の需用費です

が、電気料のところが、グラウンドと公民館を１つにしての支払になっておりまして、グラウンド

の方と公民館の方で、両方で夜たまたま事業が一緒になったところで、グラウンドで照明を

使って、中野公民館の中での使用をして、それまでの基本料金の基礎となっていた使用電力

量を大きく上回って基本料金が上がったこと、それから電気料金が少し上がっておりますの

で、その差額、今後の相当額として 336 千円を計上しております。同じく社会教育施設費の
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元気館の方も、電気料とガス代の合計が 1,329 千円の計上ですが、これにつきましては、夏

の間のワクチン接種のときに、通常元気館夏に､冷房を朝から夜まで動かしての事業が何日

も続くということがほとんどありませんでしたが、このたびワクチン接種で朝から夜まで６５歳

未満のところのワクチン接種で、夜も接種があったことと、コロナ対策で窓を開けた状態での、

換気状態での冷房でしたので、それによる電気料とガスが増えたことによる差額と、それから

併せて電気料につきましてはそのときの瞬間の電力量が、それまでの基本料金の基礎になる

数値を大きく上回って基本料金もさらに上がったことの両方での差額で、この 1,329 千円と

なっております。保健体育費の方は、先ほども歳入の方でも言いましたように、フィンランド交

流派遣事業の中止のための旅費、役務費、使用料についてのマイナス計上となっております。

旅費がマイナス 2,464千円、役務費が 144千円、使用料が 351千円のマイナスとなってい

ます。以上です。 

 

土居教育長： 

 生涯学習課の補正案について、ご質問はございませんでしょうか。 

 

森岡委員： 

 生涯学習課の方、光熱水費を上げているんですけれど、実は私、郷土館の方にお世話に

なっているんですが、郷土館に行くとほとんど寒いのにストーブをつけとらんのですよ。どうし

たん、つけりゃええじゃん。と言っても、もう事務局の方から今年の燃料代はもう無いんでと、

なるべく使わんでくれと言うんですよ。そんなら１２月あるんで、補正予算組んでくれるけ大丈

夫と話しをした。で見てみると無いんで、全然そういうものがないのに、どんな管理をされてい

るんだろうかなあと思ったんですよ。本当だから付けてないんですよ。で、それは事務費のこと

だけなんだけれど、他に今から冬場になってくると、子どもたちが学習に来る時には前もって

付けてブルーヒーター付けて温めているんですけど、そういうことが対応できるのかと思って

いて、内容等は全然見てないんだけれども、いつも話しをしてる事務員さんは、郷土館は燃料

が無いんで大変って言われてどうするんだろうか、心配しとった。ちょっとこの前行ったら、一

缶かしらんけど買って持って来てもらったみたいな言い方をしていたんで、そんなことじゃ

ちょっと今の時期でも無いとなるとなんでかなとなるんだけれど。一つは４月以降でも結構文

化財係が行って仕事をされていましたよね。その時ブルーヒーターを使ってるんですけれど

も、その辺でガーッと使ってしまうと確かに無くなると思うんだけれど、その辺は、事務局として

はちゃんと管理をしているんで、ないものを、まして燃料代が無かったら、ストーブが付けれん

のは大変なんで、それは事務員さんには大丈夫１２月に補正してくれるけえと話しをしたばっ

かりでこれを見ると無いんで、その辺を今すぐではないんでいいんですけど、安心してあこで

もね、私は非常勤なんでいつもいつもおらんですけど、朝から晩までおるのに、付けずに頑

張っているんで、そういうのは何とか改善をして上げないといけんし、ちょっと検討してみてく

ださい。 

 

三上生涯学習課長： 
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 担当の方から聞きとりをして、検討をして行きたいと思います。 

 

土居教育長： 

 他にご質問はございませんでしょうか。 

 

武田委員： 

 フィンランドの分って、中止なら０にならいのかと思いながら、残ったお金って、この見方、補

正してやらなかったから下がったということですね。結構いるんだなあと思って。中止になった

割には結構お金が必要なんだなと思って拝見したんですが。 

 

三上生涯学習課長： 

 交流派遣での事業については、まるまる落ちてはいますが、まだWebでの交流とかそういっ

たことで使用料等はまだ残っておりまして。それからこの全部のもが。 

 

森岡委員： 

Webの使用料は全然関係ないでしょ。 

 

三上生涯学習課長： 

 ほかな、ゴールボールの合宿の方も入っていると思いますので、まだそこは中止の決定をし

ておりませんので。 

 

森岡委員： 

 すみません。課長の答弁のなかで、Webの使用料があるというんだけれども、それは関係な

いでしょ。これじゃないでしょ。 

 

三上生涯学習課長： 

 Webの使用料でなく、Web使用によって出てくるほかな。そうですね。 

 

森岡委員： 

 Web使用によって旅費が発生することがあるん。 

 

三上生涯学習課長： 

 旅費は発生します。 

 

森岡委員： 

 今の答弁で行くと違うじゃない。 

 

三上生涯学習課長： 
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 はい。 

 

土居教育長： 

 2,464 千円はフィンラドの交流派遣事業の中止によって、不要額となったという意味で、事

業名が東京オリパラ関連活動事業費となっているので、いろんなオリパラの活動ということ

で、まだ中止にしてない段階なんで残してあるということ。 

 

森岡委員： 

 今のところ、ゴールボールはしっかりやるということ。 

 

三上生涯学習課長： 

 出来る方向をまだ模索をしておるところです。 

 

土居教育長： 

 来られないということになると、３月補正で落とすとうことで。 

 ほか、ご質問ございませんでしょうか。学校教育課と併せて。 

 矢上小学校は、来年度の１年生が２クラスになるので、それで特別支援学級を、２階のもとの

図書館に持ってくるということで、特別支援学級が増えるということではなかったんで、私の説

明が違っておりましたんで訂正をさせてください。来年度の１年生が３２名になる予定なんで、

島根県では３０を超えた場合は２クラスに出来るという。 

１クラスにして先生２人を付けるか、2 クラスに出来るという、そういう選択になっているので、

矢上小学校は２クラスにすると言うのを選ばれたので、特別支援学級が通常の学級に入って

いるのを、元の図書館のところへ移すというので予算計上が必要ということです。元の図書館

を２クラスに分けて使うということ。 

 日貫小学校は、エアコンを付けてということ。 

 

服部委員： 

 とにかく今は、ガソリンも高くなってるし電気料も高くなって何もかも値上がって、これが当

分は続くと思われるんですけど、今までどおりの予算では足りなくなると思うんですけれども、

それは来年の増額の予算に反映されるのか、こうやって後から補正で取れるんですかね。 

 

高瀬学校教育課長： 

 今年度のところで言いますと、学校教育課だけでなく他も同じですが、基本的には現形予算

で頑張ってくれということです。 

 

森岡委員： 

 来年の当初予算すむときはもう上がってくる金額になってくるんだろううか。 
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高瀬学校教育課長： 

それもですね財務の方からそれぞれ単価の方が示されていますので、それに基づいて予算

計上をしてくれと言われていますんで、確実にこれが反映されとるとは言えませんけど、それを

超えてまでは認めてもらえないので。 

 

森岡委員： 

 今から大変なんで、それは補正で対応をしていけば。 

 

土居教育長： 

 元気館の電気代は一度上がったら、基本料金に跳ね返ってくるんだけども。それは。 

 

三上生涯学習課長： 

 １年間。その上がった月から１年間 

 

土居教育長： 

来年度の予算もするようになるね。 

 

森岡委員： 

 今あるか分からないけど、使い過ぎると数字が出て、警報が鳴るというのは今使ってない。 

 

三上生涯学習課長： 

 警報自体は、ちょっと線からが遠すぎて音は無理なんですが、細かく、いつ何時から何時の

間にどれくらい使った明細は全て出るようになっていますので、それで、いつの何日の何時に

何のことをしとったか分かりますので。 

 

土居教育長： 

 これはコロナ対策費で充当をしてもらう分けにはならないか。 

 

三上生涯学習課長： 

 補正を出すのは出すんですが、明らかに計算のなかで分かる部分は、保健課の方から更正

をしていただいて、いくらか保健課で支払ってもらった差額を今回補正で上げています。 

 

土居教育長： 

 保健課にも払ってもらって、足らない部分は補正をしたということ。 

 

三上生涯学習課長： 

 はい。 
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服部委員： 

 グランドと中野公民館一緒に使っだんで跳ね上がったって言うんだったら、なるべく一緒に

ならんように。 

 

三上生涯学習課長： 

 キュービクルが一つで中野公民館はなっていまして、それで電気料も一口になっていると理

解しています。 

 

服部委員： 

 それはそうなんでしょうけれども、使用の日がたまたま重なったがゆえに、その基本料金まで

上がるようながことあるなら、グランドの貸出と公民館の貸出の事務は一緒にやっとられるん

だろうから、そこら辺はうまいこと調整をしてもらう訳にはいかんのですかね。やっぱり土日が

重なったりすると。 

 

三上生涯学習課長： 

 出来るところはしていかないと、また跳ね上がる。 

 

服部委員： 

 やっぱり施設が大きいから、電気料で何十万も百万もかかるのかとついつい思ってしまっ

て、なんとか節約できるところはしてかないとしょうがないのかなあと、気がします。本当に寒い

ところを我慢してもらうようじゃいけんのだけれども。できるところでは節約してもらえたらと思

います。 

 

土居教育長： 

 ほかご質問はございませんでしょうか。それでは、議案第４２号令和３年度邑南町一般会計

補正予算第１０号案についてご承認いただけますでしょうか。 

 

教育委員： 

     了 

 

土居教育長： 

 続いて、議案第４３号令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号（案）について審議をお

願いします。 

 

高瀬学校教育課長： 

 議案第４３号令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号（案）についてです。これにつきま

しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により教育委員会の議決

を求めるものでございます。一枚はぐっていただきますと、そちらの方補正予算の方資料を付



 - 11 - 

けております。この第１１号補正予算案についてですが、現在のところ議会最終日、１７日のとこ

ろで、１１号補正ということで今調整の方、財務の方にしてもらっているところでございます。で

すので費目等についてはですね、現在のところ分かっておりませんが、金額の方だけはお伝え

さしてもらえばと思いまして今回出さしていただきました。補正額としては、1,540 千円です。

もちら感染症対策で使用する消耗品ということですが、内容としてはですね GIGA タブレット

のバッグの方、こちらの方購入する予定としております。これにつきましては昨年のところでで

すね、当初予算のところでバッグの方お願いしたんですが、予算通りませんでした。ですが、実

際もう学校の方でですね持ち帰りをしている学校もありますし、そういった要望もある学校

も、かなり声を聞いておりましたので、今回お願い出来ないだろうかというところで、手を上げ

さしてもらってですね、認めてもらったというところで、今バッグの方ですね、これアダプターも

入れれる様なタイプのバッグの方ですね、こちら予算計上を計上さしてもらっているところで

ございます。学校教育課の方は以上です。 

 

三上生涯学習課長： 

 生涯学習課ですが、来年度予算に向けて、元気館の和室を、和室の方としての利用が少な

いところで、人数が増えていることで、会議室に改装する予算を普通建設事業ではあげており

ませんでしたので、財務協議を図っていたところ、先ほど１１号の方の候補にということろでま

だ結論はいただいてない状態なんですが、計画表の中には一応上がっている状態でまだ

ちょっと確認が取れてませんので、今の状況としての報告ということで、金額としましては

3,817千円となっております。これについてはまだ確認が取れていませんので。 

 

土居教育長： 

 総合相談室に、文化財係が、事務室がものすごく人数が増えた関係で、居り場がない、これ

までも産業医の先生から指摘を受けておりましたので、あそこの和室があるんですが、あそこ

を改装して、畳を止めて床に貼り替えてあそこも会議ができるようにしようということで、その

費用として 3,817 千円協議中だということ。それから学校教育課の方は、学校訪問をした時

に、持ち帰りや校内を動くときにバッグが欲しいという、かなりの学校から要望が出ておりまし

たので、この際補正で上げようということで、１つ２千円ぐらいです。 

 

森岡委員： 

 今の学校教育課の分ですけど、1,540千円はこれ補正予算には入ってないですわね。 

 

高瀬学校教育課長： 

１０号ではですね、最初財務と協議をして最初１０号に入れてもらおうと思ったんですがだめ

だったんで、最終日１１号補正ということで、この１１号補正についてはですね生涯学習課の方

もどうなるか分からんですが、他の課もですね、１１号補正でどうも予算計上をしてるようでし

て、財源は今のコロナ交付金のところで上げているようですので、他の課のところも上がって

くるのかなあと思っています。 
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森岡委員： 

 １２月定例会の中でやってしまうということ。 

 

高瀬学校教育課長： 

 最終日に 

 

森岡委員： 

 最終日に提案するということ 

 

高瀬学校教育課長： 

 はい。 

 

土居教育長： 

 他よろしいでしょうか。それでは議案第４３号令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号

（案）についてご承認いただけますでしょうか。 

 

教育委員： 

      了 

 

 以上で、第１３回を終了します。          （～10:38）                                                       

 


